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はじめに 

 

１. 計画策定の背景・目的 

これまで津市では、平成２１年１２月に市街地と周辺の住宅地や鉄道駅との交通利便性を高め、合併

前の市町村が運営していたバス関連事業を統合して新たな公共交通システムを構築するため「津市地域公共

交通総合連携計画」を、平成２７年３月には市域全体を展望した、より効率的で利便性の高い公共交通ネ

ットワークを構築する新たな計画として「津市地域公共交通網形成計画」を、また令和２年３月には社会情

勢の変化に柔軟かつ的確に対応し、機能的かつ効率的な公共交通網を整備していくため「第２次津市地域

公共交通網形成計画」をそれぞれ策定し、その都度、津市コミュニティバス等の再編を行うなど、より効率的で

機能的な公共交通網の整備に努めながら、通勤や通学、買物、医療機関の受診など、日常生活における基

本的な移動手段が確保できるよう取り組んできました。 

しかし、人口減少や少子高齢化の急速な進展、高い自家用車の利用率などに加えて、コロナ禍を経た新し

い生活様式の定着、運転手不足や燃料価格の高騰など公共交通を取り巻く環境は一層厳しさを増していま

す。 

このことから、運行ダイヤの見直しや減便、路線廃止など提供される公共交通サービスの低下は避けられず、

その結果、更なる公共交通の利用者減少につながっています。こうした状況下において、現在の市内の基幹と

なる公共交通網や地域の移動手段を今後も維持・継続していくためには、公共交通の担い手確保や利用促

進を図りながら、共助の考え方のもと、必要な交通サービスが提供できるように地域住民・交通事業者・行政が

それぞれ協力していく必要があります。 

また、公共交通の利用促進や環境負荷の軽減に対する取組に加え、未来の公共交通を支える新しい技術

や取組にも着目しながら、必要に応じてその活用方法を模索し、将来を見据えた本市に相応しい公共交通の

姿を検討していく必要があります。 

本計画は、上記の背景を踏まえ、令和８年３月末をもって終了する「第２次津市地域公共交通網形成

計画」の次期計画として、本市における持続可能な公共交通網の形成に向け、その実現のための基本方針や

具体的な取組等を共有するため、策定するものです。 
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき策定するもので、上位計画である

「津市総合計画」の将来像及び「津市都市マスタープラン」等の関連計画に示される理念や目標を踏まえた

上で、津市を取り巻く社会環境の変化や本計画の策定に当たり実施した各種調査結果等から得られた公

共交通の問題点や課題を整理し、持続可能な公共交通網の形成に向けた取組を明確化したものです。 

 

 

 

 

  

計画の位置づけ 

津市総合計画 

■津市都市マスタープラン 

■津市立地適正化計画 

■第３期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・ 

総合戦略 

■津市第１０次高齢者福祉計画・第９期介護

保険事業計画 

■津市障がい福祉総合プラン 

■津市地球温暖化対策実行計画 

津市地域公共交通計画 


